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議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 4年 愛荘町教育委員会 第 8回定例会  開催日時 令和 4年 9月 30日（金）午後 2時 00 分 開催場所 秦荘庁舎 2階 大会議室 出席者 【教育長】徳田寿 【教育委員】4名 森秀昭、松浦延代、中村由香里、黒川泰守 【事 務 局】7名 教育次長     上林市治  教育振興課課長  山川剛 生涯学習課課長  陌間秀介  図書館長     三浦寛二 歴史博物館館長  下村今日子 給食センター所長 阪本崇   教育振興課係長  久保泰代   【傍 聴 人】0名 議事日程 日程第 1 議案第 26 号 愛荘町教育委員会が実施する埋蔵文化財に係る発掘調査等の取扱いに関する要綱の一部を改正する訓令について 日程第 2 報告第 2号  教職員の不祥事防止について 作成者 教育振興課 久保 泰代   上林次長   教育長                

午後 2時 00 分開会  ただいまから令和 4 年第 8 回教育委員会定例会を開催させていただきます。それでは開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。  本日は、大変お忙しい中、第 8回定例会にご出席をいただきありがとうございます。 過日 9 月 8 日には秦荘中学校、そして 24、25 日の両日は両幼稚園で、体育大会あるいは運動会が開催されました。教育委員の皆様方にはご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 なお明日は、町内 4小学校すべてで運動会が開催される予定でございます。 そこでちょっと話題提供ですけれども、愛知川小学校の方で子どもたちがその予告編のＰＲ動画を作成して、今ユーチューブで公開をしております。子どもたちが参画してそして、運動会の一つの役割を担うという本当に新しい取り組みではないかというふうに思っておりますので、また検索していただいて、ご覧いただければ幸いでございます。 さて、過日急遽報告させていただきました町内小学校県費教職員による不祥事につきましては、すでに教育委員の皆様にも共有いただき、いろいろお考えいただいているところです。不祥事を発生させないということは、きわめて当たり前のことであり、教育公務員の使命感・ロールモデルとしての自覚の高揚
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                     上林次長   教育長        各委員  教育長     

等に向け、今まで以上に教育現場と行政が一体となって努力をしていく必要があります。しかしながら、一番大切なことは、学校・園が魅力ある効果的な教育活動の実践や様々な子どもへの支援を通して、子どもたちの力や可能性を引き出し、子どもたちの成長を保障していくことであり、そのことを抜きにして、真の信頼回復はないということであります。 そうした中で、過日私は学ぶ力向上推進リーダー会議に出席しました。小中学校で学力向上策推進を図るとりまとめ役の先生方の会議でありました。当日は限られた時間ではありましたが、向角参事からの説明や提案に対して、大変積極的な議論が交わされ、早速下半期における具体的な取組の方向性が、固まったところです。これまでも主体的対話的で深い学びに向けた授業改善に取組んできました。加えて、先日の会議で全国学力・学習状況調査結果から見いだされた課題の本丸に切り込んでいくべき「書くこと」にターゲットを絞った取組が即実践に移されようとしていることは、大変心強いことであります。こうした取組を通して、現行学習指導要領が求める力を子どもたちに定着させていくことも公教育に対する信頼回復の大切な中身であると考えます。 本日も限られた時間ではありますが、委員の皆様からお気づきの点等、様々な角度から幅広くご意見を賜り、活発な教育委員会議となりますようよろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。  それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布のとおりでございます。議事進行については教育長よろしくお願いいたします。  ただいまの教育長を含む出席委員は 5名で定数に達しています。よって令和 4年愛荘町教育委員会第 8回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条において、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議に諮って決定するとされています。令和 4 年第 7 回定例会の議事録について事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、それぞれの議事録についてご異議はございませんか。  【異議なし】  それでは、令和 4 年第 7 回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど委員の皆さまにはご署名をお願いします。 なお、本日の令和 4 年第 8 回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よろしくお願いします。 それでは議題に入ります。日程第 1「議案第 26 号 愛荘町教育委員会が実施
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する埋蔵文化財にかかる発掘調査等の取扱いに関する要綱の一部を改正する訓令について」を議題といたします。事務局より説明をお願いいたします  ―議案第 26 号の説明―  ただいま議案第 26 号「愛荘町教育委員会が実施する埋蔵文化財にかかる発掘調査等の取扱いに関する要綱の一部を改正する訓令について」の説明がありました。ご質問等はございませんか。  【質疑なし】  質疑等がないようですのでこれより議案第 26 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。       【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 26 号は原案どおり可決されました。 それでは次の議題に入る前に、報告第 1 号は個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第５条の規定により、「人事に関する事件その他の事件について、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。」となっております。この議案については公開しないこととしてよろしいかお諮りします。  【異議なし】  異議なしと認めます。よって報告第 1 号は非公開といたしますので、傍聴人は一時退席をお願いします。  ●上記の決定により、報告第 1 号は非公開とする。  以上で、令和 4第 8回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 3時 00 分 閉会    


